
教育公務員特例法の一部改正に伴う大分県公立学校教員育成指標の改訂

１ 教育公務員特例法（抜粋）

（校長及び教員としての資質の向上に関する指標）

第二十二条の三 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、

その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向

上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標を定めるものとする。

２ 指針の主な改正内容

（１）教師に共通的に求められる資質能力を５つの柱で再整理

①教職に必要な素養 ④特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応

②学習指導 ⑤ＩＣＴや情報・教育データの利活用

③生徒指導

（２）校長の指標は教員とは別に策定することを明記

（３）校長に求められる資質能力を明確化

３ 指針改正による指標の主な改訂内容（案）

（１）５つの柱のうち指標に位置づけがなかった２つの資質能力を追加

 特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応

 ＩＣＴや情報・教育データの利活用

（２）「管理職」の指標を「教諭等」とは別に作成

 「管理職」の指標は「副校長・教頭」「校長」の２つを設定

 「教諭等」の指標から第４ステージ（管理職等が相当）を削除

（３）「管理職」に求める力としてアセスメント・ファシリテーションを明示

（４）教育を取り巻く環境の変化への対応

 「人材育成」の内容を見直し

 「事務処理能力」を「業務遂行・時間管理能力」に見直し

 「危機管理」の内容を①未然防止②発生時の対応③再発防止で見直し
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